
岩手県と盛岡市が共同で設置する動物愛護管理センターの整備について（基本設計の概要）

動物のいのちを尊重し、返還・譲渡の推進による殺処分ゼロを
目指すとともに、動物愛護の普及啓発により、いのちの大切さや
共につながり支え合う心を育む拠点となる施設として、県と市が
一体となって設置しようとするもの。

１これまでの経緯

平成30年４月：岩手県動物愛護管理センター（仮称）基本構想
令和７年３月：岩手県と盛岡市が共同で設置する動物愛護管理

センター整備基本計画

２動物愛護管理センターの設置目的

４施設概要

■整備予定地
旧岩手県営野球場東側駐車場

（盛岡市三ツ割四丁目地内）
■敷地面積
約 6,000㎡
（接道、法面、駐車場等を含む）

■建築面積
約 1,200㎡

■延べ床面積
センター棟：約 900㎡
倉庫棟 ：約 50㎡

（参考）
動物の想定収容頭数
犬：19頭、猫：132頭

■屋外施設面積
芝生広場 ：約 500㎡

（１）普及啓発の拠点としてふさわしい施設
（２）動物にやさしい施設
（３）利用しやすい施設
（４）県民・市民が親しみやすい施設
（５）環境に配慮した施設

５動物愛護管理センター整備に当たっての配慮

■管理運営の主体
・岩手県と盛岡市が共同で管理運営

■動物愛護管理センターが担う業務
・全県的な動物愛護管理関連業務

■県保健所等との役割分担
・県内保健所と連携と支援のネットワークを構築
・各地域の動物管理施設は、広域振興圏ごとに集約し、動物
愛護管理センターのサテライト施設に位置づけ

３動物愛護管理センターの運営体制

令和10年度中の開所を予定。

６整備スケジュール



岩手県と盛岡市が共同で設置する動物愛護管理センター基本設計（全体イメージ）

動物愛護管理センター全景

渡り廊下から見た芝生広場（運動場③）

多目的ホール

※ 本資料は、基本設計時のものであり、今後の実施設計により、変更が生じる可能性があります。



愛護啓発･交流棟

事務管理棟
譲渡棟

保護・収容棟

治療棟

岩手県と盛岡市が共同で設置する動物愛護管理センター基本設計（諸室イメージ）

イベントの開催やボランティアの交流により、動物愛護管理の普及啓発の
中心となるゾーン（多目的ホール、ボランティア室、運動場 など）

愛護啓発・交流棟

収容した動物の隔離、治
療を行うなど、獣医療及び
感染症対策の中心となる
ゾーン（搬入室、隔離室、
診察室、手術室 など）

治療棟

収容した動物が譲渡でき
るようになるまでの間、飼
養管理の中心となるゾーン
（保護犬・猫室、譲渡犬・
猫準備室、トリミング室、
運動場 など）

保護・収容棟

譲渡の準備ができた動物
の飼養管理を行い、新しい
飼い主への譲渡を進める
ゾーン（犬・猫譲渡室、運
動場 など）

譲渡棟

岩手県と盛岡市の職員が共用する執務室を配置し、動物愛護管理業務の
中心となるゾーン（事務室、トイレ など）

事務管理棟

芝生広場(運動場①)

芝生広場(運動場②)
芝生広場(運動場③)

センター入口

収容動物入口

※ 本資料は、基本設計時のものであり、今後の実施設計により、変更が生じる可能性があります。

回廊

駐車場
シェルター・メディスン

の考え方により、飼養管

理、感染症のまん延防止

対策などを実施

駐車場

56台（大型バス、一般、職員）
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